
山鹿市条例第３０号 

 

山鹿市矢谷渓谷キャンプ場条例の一部を改正する条例 

 

山鹿市矢谷渓谷キャンプ場条例（平成１７年山鹿市条例第１７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１項中「次に掲げる施設」を「ウォータースライダー」に改め、同項各号を削

る。 

別表パットゴルフの項及びテント村テントサイトの項を削り、同表入場料の項中「３１

５」を「６００」に、「２１０」を「４００」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の承認に係る使用料について

適用し、同日前の利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。 

 


